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（３）就学支援委員会・小集団活動日程予定 

              

 

 

 

 

 
       

（４）保護者の皆様へのお願い 
お子さんにとって最もふさわしい学びの場を決定していくために、お子さんの特性の把握、

学びの場の情報提供、見学・体験の機会設定等、丁寧に相談を進めていきます。 

 そのため、保護者の皆様には下記面接・相談等の日時の都合をつけてくださいますよう、

ご協力をお願いします。 

    

 

 

 

 

  

１～４-①は、滝野川分庁舎にて行います。４-②は、指定校（居住地に最も近い学校）にて行います。 

 

 

   

（５）就学後のフォローアップ ～よりふさわしい支援・学びの場への移行～ 

   就学先が最終的な学びの場となるのではなく、お子さんの成長・発達の様子、適応の状況等を

見ながら、柔軟に支援内容や学びの場を見直すことができます。お子さんの成長や適応状況を見

守りながら、就学後も必要に応じて在籍する学校とご相談ください。各小・中学校には、スクー

ルカウンセラーも配置しておりますので、随時ご相談いただけます。 

      肢体不自由や病気のあるお子さんが学校生活を送れるよう、必要に応じて介助員配置や医療

的ケアの支援も行っています。 

相談の段階 お子さん 保護者 

１ 受理面接 行動観察 受理面接 

２ 発達検査  発達検査 相談・待機 

３ 小集団活動 小集団での活動 引率・待機 

４ 面接・相談 同伴は必要ありません 相談 

①検査結果の説明 同伴は必要ありません 検査結果の説明 

②学級等の見学・体験 体験・見学 引率・見学・相談 

＜小集団活動＞  

  対 象   月  日（曜） 

新小 1 年 

小 転 学  
９月２９日（火） 

新中 1 年 

中 転 学  
１０月 ８日（木） 

 ※自閉症・情緒障害特別支援学級への 

就学、転学を希望されている児童・ 

生徒が参加します。 

場所：滝野川分庁舎  

＜就学支援委員会＞ 

  回    月  日（曜） 

 第１回  ９月２４日（木） 

第２回 １０月２２日（木） 

 第３回 １１月 ５日（木） 

 第４回 １１月１２日（木） 

 第５回 １１月２６日（木） 

 第６回 １２月１７日（木） 

 第７回  １月２８日（木） 
＊委員のみが出席する会で、保護者は 

出席する必要はありません。 

※指定校で１０月～１１月に行われる「就学時健康診断」の面接の際は、就学相談 

を受けていることを学校にお伝えください。 

※転居は、分かり次第、早目にご一報ください。 













































就学相談窓口案内 
 
  〒114-8546 北区滝野川２－５２－１０ 北区役所滝野川分庁舎 

       ☎ ０３－３９０８－１２３７  FAX ０３－３９０８－１２５７ 

 

ＪＲ京浜東北線 王子駅下車（親水公園口）・・・・・・・・・・・・・徒歩 10 分 

地下鉄南北線   王子駅下車（３番出口）・・・・・・・・・・・・・・徒歩 10 分 
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〇来庁されましたら、「就学相談窓口」にお越しください。 

〇プレイルーム等で、お子様の活動の様子を観察します。 

〇保護者の方との面談、発達検査の際は「相談室」にて行います。 

滝野川分庁舎  就学相談窓口 

刊行物登録番号 

7－1－115  


